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まえがき 
 

区内を流れる荒川の下流部は、明治末期の 2 度の大洪水を契機として洪水からまちを

守るために作られた人工の放水路ですが、完成して約 100 年経った現在では人工のもの

とは思えないほど、一つの風景としてすっかり地域に定着し親しまれています。 

この荒川（荒川の下流部分）を巡っては、生物多様性の要所となり、身近な自然との

ふれあいをもたらし、心豊かで快適な暮らしに欠かせない場、また、イベント・スポーツ・

レクリエーションを楽しめる場、さらには、地震時の資材輸送路や物資搬入の場として、

多様な機能が求められています。 

「荒川将来像計画」は荒川下流部の河川環境の整備と保全について、「荒川の荒川らし

さとは何か」という視点から、様々な意見を幅広く聴き、荒川の将来の姿を提示したもの

です。「荒川将来像計画」は荒川の下流部全体を対象に目指すべき川づくりを示す「全体

構想書」と、今後概ね 20～30 年に実施する具体的な取組をまとめた「推進計画」及び沿

川自治体ごとに実施する具体的な取組事項をまとめた「地区別計画」の 3部構成となって

います。これらの計画は、平成 8(1996)年に「荒川将来像計画全体構想書 1996（以降、全

体構想書 1996）」及び「荒川将来像計画地区計画書（以降、地区計画書）」が策定されま

した。その後「荒川将来像計画 2010 推進計画（以降、2010 推進計画）」及び「荒川将来

像計画 2010 地区別計画（以降、2010 地区別計画）」が策定され、沿川住民の協力を基に、

「荒川将来像計画」の実現に取り組んで参りました。 

この度、「全体構想書 1996」、「地区別計画書」の策定から約 25 年、「2010 推進計画」、

「2010 地区別計画」の策定から約 10 年が経過したことから、社会情勢の変化やこれまで

の取組状況等を考慮し、「全体構想書 1996」、「2010 推進計画」、「2010 地区別計画」を改

定する運びとなりました。 

本「荒川将来像計画地区別計画（令和 7(2025)年 3 月策定、以降、地区別計画）」は、

「全体構想書 1996」及び「2010 推進計画」が「荒川将来像計画全体構想書（令和 6(2024)

年 1 月策定、以降、全体構想書）」及び「荒川将来像計画推進計画（令和 6(2024)年 1 月

策定、以降、推進計画）」として改定されたことを踏まえ、荒川下流部の沿川自治体（江

東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、北区、板橋区、川口市及び戸田市）が沿川住

民と協働で川づくりを行うための具体的な取組事項を取りまとめたものです。 

なお、地区別計画は、荒川下流部の沿川自治体と当該区間を管理している国土交通省

荒川下流河川事務所で構成される「荒川の将来を考える協議会」により検討し、あらゆる

人の意見を踏まえて策定したものです。 



 

 

 

荒川の将来を考える協議会 

北 区 長  

国土交通省荒川下流河川事務所長  
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